
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  法人契約のがん保険(終身保障タイプ) 

Ｑ：法人で終身保障タイプのがん保険に入

ろうと思っています。保険料の取扱いはどの

ようになりますか？ 

 

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

法人契約で加入する終身保障タイプのがん

保険の保険料は、次のように取り扱われます。 

①保険期間が終身で、保険料の払込期間が終

身のもの 

保険料の払込の都度損金に算入します。 

②保険期間が終身で、保険料の払込期間が有

期のもの 

保険料計算上の満期到達時年齢を105歳と

想定し、払込保険料を損金算入部分と積立保

険料部分とに区分して計上します。 

なお、保険料の払込期間が満了した場合は、

満了までの積立保険料の累積額を「105歳と払

込満了時年齢との差」で除した金額を取り崩

して、損金に算入します。 

[支払時] 

払込保険料×保険料払込期間(年数)÷(105

－加入時年齢)＝損金算入額(A) 

払込保険料－(A)＝積立保険料(資産計上) 

 [払込満了後取崩時] 

累積払込保険料×１÷(105－払込満了時年

齢)＝損金算入額(年額) 

(注)払込満了時が事業年度の中途の場合は、

月数あん分して計上します。 
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